
就職した
別居することになった
（同居が被扶養者の条件となっている家族
が別居となった場合）
扶養家族の収入が増えた ・被扶養者異動届（扶養の家族が減る場合）

・国民年金第3号届
・（扶養からはずれる方の）保険証または資格確認書

離婚した ・被扶養者異動届（扶養の家族が減る場合）
・戸籍謄本（原本）
・国民年金第３号届（配偶者のみ）
・（扶養からはずれる方の）保険証または資格確認書

雇用保険が受給開始となった ［基本手当日額3,612円以上（60歳以上は5,000円以上）の場合］
・被扶養者異動届（扶養の家族が減る場合）
・国民年金第3号届
・（扶養からはずれる方の）保険証または資格確認書
・雇用保険受給資格者証　すべての面（写）

［基本手当日額3,612円未満（60歳以上は5,000円未満）の場合］
（扶養継続できますが確認手続きのため下記をご提出ください）
・雇用保険受給資格者証　全ての面（写）
※空欄に【健保記号-番号】【被保険者（テルモ社員）氏名】記入のこと

後期高齢者医療制度の対象となった ・被扶養者異動届（後期高齢者医療制度対象者用）
・（扶養からはずれる方の）保険証または資格確認書
・（扶養からはずれる方の）高齢受給者証　※70歳以上の場合

亡くなった ・被扶養者異動届（扶養の家族が減る場合）
※「⑰扶養から除かれた年月日」は、死去日の翌日を記入ください。

・国民年金第3号届
・（扶養からはずれる方の）保険証または資格確認書
※家族がなくなったときは埋葬料請求書も提出してください

・（扶養からはずれる方の）高齢受給者証　※70歳以上の場合

・被扶養者異動届（扶養の家族が減る場合）
・（扶養からはずれる方の）保険証または資格確認書

家族を扶養からはずすときの提出書類一覧
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